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施工開始まで

事業の発意 施工開始施工開始
改修計画の
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建物の
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入札又は
見積り合せ

見積査定
業者選定

調査報告書

共通仕様書

各社見積書提出

仕様･設計の仕様･設計の
詳細決定と詳細決定と

改善事項の検討改善事項の検討

情報の収集 改修計画作成

･建築主(管理組合)･
入居者ヒアリング

･関係者アンケート
･工事沿革の調査
･周辺地域の調査
･その他諸情報の
収集と分析

･改修コンセプト
･改修工事の概要
･工事費の概算
･財務計画
･法規制確認 等

施工開始までの流れ
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第
２
・３
フ
ェ
ー
ズ―大規模修繕の計画から着工まで―

マンションの計画修繕には、工事着工まで
の様々なプロセスが発生します。それらの中
には、建築関係のプロ以外には理解し難い
手順があり、そのために建築主である管理
組合には適切な情報提供がなされない場合
が多いといえます。下図は、それらの手順を
わかり易くまとめたものです。各フェーズごと
に解説しましょう。
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改修計画と基本設計

事業の発意
改修計画の

合意
収集した

情報の分析

情報の収集

改修計画作成

･建築主(管理組合)･居住者ヒアリング
･関係者アンケート
･工事沿革の調査
･周辺地域の調査
･その他諸情報の収集と分析

･改修コンセプト
･改修工事の概要
･工事費の概算
･財務計画
･法規制確認

第
１
フ
ェ
ー
ズ

無理や無駄のない居住者本位の無理や無駄のない居住者本位の
改修計画と基本設計改修計画と基本設計

・建設会社主導の過剰予算工事

･不慣れな業者による不完全な工事

・過剰な予算削減による手抜き工事

・長期修繕計画を無意味にする工事

・居住者の意志が反映されない工事

―居住者サイドの改修設計―
第１フェーズでは、改修計画の目
的･手続･実現の妥当性を固めま
す。集合住宅とはいえ、マイホー
ムの集まりですから、可能な限り
住人の声を反映しつつ、区分所
有法に基づいた適正手続きを進
めるには、何度もの検討と取捨
選択を必要とします。当ネットの
専門家は管理組合の判断材料と
して的確な情報を提供しなけれ
ばなりません。



マンション大規模修繕事業の進め方

㈱宮崎建築設計事務所中四国マンションサポート

3

調査診断と共通仕様書

建物の
調査診断

調査報告書

共通仕様書

第
２
フ
ェ
ー
ズ

調査診断に基づく建物データの収集と仕様・詳細設計調査診断に基づく建物データの収集と仕様・詳細設計

雨漏り発生

天井裏を見ると．．．

考
え
ら
れ
る

原

因

は
様
々
．
．
．

現地での調査診断
・アンケート
・目視調査
・打診調査
・塗膜強度試験
･ｺﾝｸﾘｰﾄ中性化調査

＋

―建物の劣化状況は共通仕様書が語るもの―
的確な情報とは、建物の劣化をどうやって直せばよいか(仕
様をどうするか)の判断です。何年間のメンテナンスフリーを
期待するのか、何種類もある建築材料や改修･補修工法から
予算と折り合うものをどう組み合わせるか、といったコンサル
ティングに基づいた共通仕様書が必要となります。
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工事費用のコスト削減

入札又は
見積り合せ

見積査定
業者選定

各社見積書提出

第
３
フ
ェ
ー
ズ

大規模修繕工事費用のコスト削減大規模修繕工事費用のコスト削減

共通仕様書

をもとに競争入札
又は 見積り合せ

コンサルタントによる概算工事予算
それを実勢価格と調整した基準価格
より 妥当な工事価格帯を設定

1.見積条件が同じである。
2.合見積による金額比較が出来る。
3.最も公正・公平・明朗である。
4.総会･居住者ＰＲでの管理組合の負担を軽減。

入札・合見積により
品質を落とさず に
工事費の削減 が出来る。
･･･通常、各社により上下２～３割の価格差

コンサルタント査定

―コストの透明化が結果として
コスト削減を実現する―

共通仕様書の目的は、入札におい
て各施工業者の見積条件を統一し、
金額の比較を可能とすることにあり
ます。その結果、ほとんど全ての場
合、特命発注よりも工事価格が下
がります。しかし本当の効果は、業
者決定プロセスを明確にすることで、
工事コストを透明化することにあり
ます。情報公開がコスト削減の知恵
を生むのです｡
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適正工事と品質保証

施工開始

仕様･設計の
詳細決定と

改善事項の検討

第
４
フ
ェ
ー
ズ

適正工事と長期の品質保証確保適正工事と長期の品質保証確保

信頼できる建設会社、
施工管理のしっかりした
業者に工事を任せれば、
半分くらいの安心．．．。

しかし ...
共通仕様書通りの工事実施
をチェックする設計監理により
適正かつ円滑な工事と
長期の品質保証と
アフターサービスを
確保するべき。

―工事の実際と対処方法―

建築の素人であるマンション居
住者と管理組合にとって、改修
工事は一大事業です。何とか工
事に漕ぎつけたという安堵と工
事開始時期の喧騒に圧倒され、
それ以後は放心状態になってし
まうこともあります。
しかし、本当の意味でしっかり
チェックしなければならないのは、
工事そのものなのです。


